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　規　　　　則　

　介護保険法に基づく介護医療院の人員等の基準に関す
る条例施行規則をここに公布する。

　　平成31年３月19日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府規則第９号

介護保険法に基づく介護医療院の人員等の基準に
関する条例施行規則

（用語）
第１条　この規則で使用する用語は、介護保険法に基づ
く介護医療院の人員等の基準に関する条例（平成30年
京都府条例第37号。以下「条例」という。）で使用す
る用語の例によるもののほか、次に定めるところによ
る。
　⑴　療養床　療養室のうち、入所者１人当たりの寝台
又はこれに代わる設備の部分をいう。

　⑵　Ⅰ型療養床　療養床のうち、主として長期にわた
り療養が必要である者であって、重篤な身体疾患を

有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等であ
るものを入所させるためのものをいう。

　⑶　Ⅱ型療養床　療養床のうち、Ⅰ型療養床以外のも
のをいう。

（従業者の員数等）
第２条　介護医療院には、次の各号に掲げる職員の区分
に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければ
ならない。
　⑴　薬剤師　常勤換算方法（当該介護医療院の従業者
のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護医療院
において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除する
ことにより常勤の従業者の員数に換算する方法をい
う。以下同じ。）で、介護医療院の入所者のうちⅠ
型療養床の利用者（以下「Ⅰ型入所者」という。）
の数を150で除して得た数に、介護医療院の入所者
のうちⅡ型療養床の利用者（以下「Ⅱ型入所者」と
いう。）の数を300で除して得た数を加えた数以上

　⑵　介護職員　常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を５
で除して得た数に、Ⅱ型入所者の数を６で除して得
た数を加えた数以上

　⑶　理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士　介護医
療院の実情に応じた適当数

　⑷　栄養士　入所定員100以上の介護医療院にあって
は、１以上
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　　イ　一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の
入浴に適した特別浴槽を設けること。

　⑷　レクリエーション・ルーム　レクリエーションを
行うために十分な広さを有し、必要な設備を備える
こと。

　⑸　洗面所　身体の不自由な者が利用するのに適した
ものとすること。

　⑹　便所　身体の不自由な者が利用するのに適したも
のとすること。

２　前項各号に掲げる施設は、専ら当該介護医療院の用
に供するものでなければならない。ただし、入所者の
処遇に支障がない場合には、この限りでない。
（条例第６条第１項ただし書の規則で定める要件等）
第４条　条例第６条第１項ただし書の規則で定める要件
は、次の各号のいずれかに該当することとする。
　⑴　療養室その他の入所者の療養生活に充てる施設
（以下「療養室等」という。）を２階及び地階のい
ずれにも設けていないこと。

　⑵　療養室等を２階又は地階に設ける場合は、次に掲
げる要件の全てを満たすこと。

　　ア　当該介護医療院の所在地を管轄する消防長（消
防本部を設置しない市町村にあっては、市町村
長。以下同じ。）又は消防署長と相談の上、条例
第32条に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な
避難を確保するために必要な事項を定めること。

　　イ　条例第32条に規定する訓練については、同条に
規定する計画に従い、昼間及び夜間において行う
こと。

　　ウ　火災時における避難、消火等の協力を得ること
ができるよう、地域住民等との連携体制を整備す
ること。

２　条例第６条第２項の規則で定める要件は、次の各号
のいずれかに該当することとする。
　⑴　スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等へ
の難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するお
それがある箇所における防火区画の設置等により、
初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

　⑵　非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び
通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可
能なものであること。

　⑶　避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅
員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可
能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施する
こと、配置人員を増員すること等により、火災の際
の円滑な避難が可能なものであること。

３　条例第６条第３項の構造設備の仕様等の基準は、次
のとおりとする。
　⑴　療養室等が２階以上の階にある場合は、屋内の直
通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けるこ
と。

　⑵　療養室等が３階以上の階にある場合は、避難に支
障がないように避難階段を２以上設けること。ただ
し、前号の直通階段を建築基準法施行令（昭和25年

　⑸　介護支援専門員　１以上（入所者の数が100又は
その端数を増すごとに１を標準とする。）

　⑹　診療放射線技師　介護医療院の実情に応じた適当
数

　⑺　調理員、事務員その他の従業者　介護医療院の実
情に応じた適当数

２　前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただ
し、新規に許可を受ける場合は、推定数による。
３　介護医療院の従業者は、専ら当該介護医療院の職務
に従事する者でなければならない。ただし、介護医療
院（ユニット型介護医療院を除く。以下この項におい
て同じ。）にユニット型介護医療院を併設する場合の
介護医療院及びユニット型介護医療院の介護職員を除
き、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りで
ない。
４　介護医療院の介護支援専門員は、専らその職務に従
事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者
の処遇に支障がない場合には、当該介護医療院の他の
職務に従事することができるものとし、介護支援専門
員が医療機関併設型介護医療院（病院又は診療所に併
設され、入所者の療養生活の支援を目的とする介護医
療院をいう。以下同じ。）の職務に従事する場合であっ
て、当該医療機関併設型介護医療院の入所者の処遇に
支障がない場合には、当該医療機関併設型介護医療院
に併設される病院又は診療所の職務に従事することが
できるものとする。
５　第１項第１号から第３号まで及び第５号の規定にか
かわらず、併設型小規模介護医療院（医療機関併設型
介護医療院のうち、入所定員が19人以下のものをい
う。）の薬剤師、介護職員、理学療法士、作業療法士
若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員の員数の基準
は、次のとおりとする。
　⑴　薬剤師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語
聴覚士　併設される医療機関が病院の場合にあって
は、当該病院の薬剤師又は理学療法士、作業療法士
若しくは言語聴覚士により当該併設型小規模介護医
療院の入所者の処遇が適切に行われると認められる
ときは、置かないことができること。

　⑵　介護職員　常勤換算方法で、当該併設型小規模介
護医療院の入所者の数を６で除して得た数以上

　⑶　介護支援専門員　当該併設型小規模介護医療院の
実情に応じた適当数

（施設の基準）
第３条　介護医療院は、次に掲げる施設の区分に応じ、
当該各号に定める基準を満たす施設を有しなければな
らない。
　⑴　談話室　入所者同士又は入所者及びその家族が談
話を楽しめる広さを有すること。

　⑵　食堂　内法による測定で、入所者１人当たり１平
方メートル以上の面積を有すること。

　⑶　浴室　次に掲げる基準を満たしていること。
　　ア　身体の不自由な者が入浴するのに適したものと

すること。
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合にあっては、介護医療院の使用に係る電子計算
機に備えられたファイルにその旨を記録する方法）

　⑵　磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これら
に準じる方法により一定の事項を確実に記録してお
くことができる物をもって調製するファイルに前項
に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

３　前項に規定する方法は、入所申込者又はその家族が
ファイルへの記録を出力することによる文書を作成す
ることができるものでなければならない。
４　第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、介護医
療院の使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその
家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続
した電子情報処理組織をいう。
（条例第14条第３項及び第４項ただし書の規則で定める
費用）
第６条　条例第14条第３項の規則で定める費用は、次に
掲げるものとする。
　⑴　食事の提供に要する費用（法第51条の３第１項の
規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支
給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費
の基準費用額（同条第４項の規定により当該特定入
所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療
院に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担
限度額）を限度とする。）

　⑵　居住に要する費用（法第51条の３第１項の規定に
より特定入所者介護サービス費が入所者に支給され
た場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基
準費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者
介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院に
支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限
度額）を限度とする。）

　⑶　介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関
する基準（平成30年厚生労働省令第５号。以下「基
準省令」という。）第14条第３項第３号の厚生労働
大臣が定める基準に基づき入所者が選定する特別な
療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

　⑷　基準省令第14条第３項第４号の厚生労働大臣の定
める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提
供を行ったことに伴い必要となる費用

　⑸　理美容代
　⑹　前各号に掲げるもののほか、介護医療院サービス
において提供される便宜のうち、日常生活において
も通常必要となるものに係る費用であって、その入
所者に負担させることが適当と認められるもの

２　前項第１号から第４号までに掲げる費用について
は、基準省令第14条第４項の厚生労働大臣が定めると
ころによるものとする。
３　条例第14条第４項ただし書の規則で定める費用は、
第１項第１号から第４号までに掲げるものとする。
（身体的拘束等の適正化を図るための措置）
第７条　条例第16条第６項の規則で定める措置は、次の
とおりとする。
　⑴　当該介護医療院における身体的拘束等の適正化の

政令第338号）第123条第１項の規定による避難階段
としての構造とする場合は、その直通階段の数を避
難階段の数に算入することができる。

　⑶　診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガス
に関する構造設備については、危害防止上必要な方
法を講じること。

　⑷　診療の用に供する放射線に関する構造設備につい
ては、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）
第30条、第30条の４、第30条の13、第30条の14、第
30条の16、第30条の17、第30条の18（第１項第４号
から第６号までを除く。）、第30条の19、第30条の20
第２項、第30条の21、第30条の22、第30条の23第１
項、第30条の25、第30条の26第３項から第５項まで
及び第30条の27の規定を準用する。この場合におい
て、同令第30条の18第１項中「いずれか及び第４号
から第６号までに掲げる措置」とあるのは、「いず
れか」と読み替えるものとする。

　⑸　階段には、手すりを設けること。
　⑹　廊下の構造は、次のとおりとすること。
　　ア　幅は、1.8メートル（中廊下にあっては、2.7メー

トル）以上とすること。
　　イ　手すりを設けること。
　　ウ　常夜灯を設けること。
　⑺　入所者に対する介護医療院サービスの提供を適切
に行うために必要な設備を備えること。

　⑻　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を
設けること。

（電磁的方法）
第５条　介護医療院は、条例第７条第２項の規定により
同条第１項に規定する重要事項を提供しようとすると
きは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対
し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容
を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければ
ならない。
　⑴　次項各号に掲げる方法のうち介護医療院が使用す
るもの

　⑵　ファイルへの記録の方式
２　条例第７条第２項の規則で定める方法は、次に掲げ
るものとする。
　⑴　電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げ
る方法　

　　ア　介護医療院の使用に係る電子計算機と入所申込
者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続
する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用
に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す
る方法

　　イ　介護医療院の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルに記録された前項に規定する重要事項
を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族
の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使
用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該
重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供
を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場
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（条例第28条の規則で定める業務）
第11条　条例第28条の規則で定める業務は、次に掲げる
ものとする。
　⑴　入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護
支援事業者に対する照会等により、その者の心身の
状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状
況等を把握すること。

　⑵　入所者の心身の状況、病状、その置かれている環
境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営
むことができるかどうかについて定期的に検討し、
その内容等を記録すること。

　⑶　入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等
の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して
情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉
サービスを提供する者と密接に連携すること。

　⑷　条例第38条第２項に規定する苦情の内容等を記録
すること。

　⑸　条例第40条第３項に規定する事故の状況及び事故
に際して採った処置について記録すること。

（運営規程に定める事項）
第12条　条例第29条の規則で定める重要事項は、次に掲
げるものとする。
　⑴　施設の目的及び運営の方針
　⑵　従業者の職種、員数及び職務の内容
　⑶　入所定員（Ⅰ型療養床に係る入所定員の数及びⅡ
型療養床に係る入所定員の数並びにその合計数をい
う。）

　⑷　入所者に対する介護医療院サービスの内容及び利
用料その他の費用の額

　⑸　施設の利用に当たっての留意事項
　⑹　非常災害対策
　⑺　その他施設の運営に関する重要事項
（感染症等の防止措置）
第13条　条例第33条第２項の規則で定める措置は、次の
とおりとする。
　⑴　当該介護医療院における感染症又は食中毒の予防
及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を
おおむね３月に１回以上開催するとともに、その結
果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を
図ること。

　⑵　当該介護医療院における感染症又は食中毒の予防
及びまん延の防止のための指針を整備すること。

　⑶　当該介護医療院において、介護職員その他の従業
者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防
止のための研修を定期的に実施すること。

　⑷　前３号に掲げるもののほか、基準省令第33条第２
項第４号の厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒
の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った
対応を行うこと。

２　条例第33条第３項の規則で定める業務は、次のとお
りとする。
　⑴　基準省令第５条第２項第２号ロ及び第45条第２項
第２号ロに規定する検体検査の業務

ための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催
するとともに、その結果について、介護職員その他
の従業者に周知徹底を図ること。

　⑵　当該介護医療院における身体的拘束等の適正化の
ための指針を整備すること。

　⑶　当該介護医療院において、介護職員その他の従業
者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定
期的に実施すること。

（モニタリング等）
第８条　条例第17条第９項に規定する実施状況の把握
（第２号において「モニタリング」という。）は、次
に掲げるところにより行うものとする。
　⑴　定期的に入所者に面接すること。
　⑵　定期的にモニタリングの結果を記録すること。
２　条例第17条第11項の規則で定める場合は、次に掲げ
るものとする。
　⑴　入所者が要介護更新認定を受けた場合
　⑵　入所者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場
合

（診療の方針）
第９条　条例第18条の方針は、次に掲げるところによる
ものとする。
　⑴　診療は、一般に医師として必要性があると認めら
れる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、
療養上妥当適切に行うこと。

　⑵　診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、
入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健
康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をも
あげることができるよう適切な指導を行うこと。

　⑶　常に入所者の心身の状況、病状、その置かれてい
る環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族
に対し、適切な指導を行うこと。

　⑷　検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照
らして妥当適切に行うこと。

　⑸　特殊な療法、新しい療法等については、基準省令
第18条第５号の厚生労働大臣が定めるもののほか
行ってはならないこと。

　⑹　基準省令第18条第６号の厚生労働大臣が定める医
薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方して
はならないこと。ただし、医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和
35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」と
いう。）第２条第17項に規定する治験に係る診療に
おいて、当該治験の対象とされる薬物を使用する場
合においては、この限りでない。

（条例第25条の規則で定める要件）
第10条　条例第25条の規則で定める要件は、次に掲げる
ものとする。
　⑴　正当な理由なしに介護医療院サービスの利用に関
する指示に従わないことにより、要介護状態の程度
を増進させたと認められるとき。

　⑵　偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、
又は受けようとしたとき。
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　　　ア　共同生活室は、いずれかのユニットに属する
ものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共
同で日常生活を営むための場所としてふさわし
い形状を有すること。

　　　イ　一の共同生活室の床面積は、２平方メートル
に当該共同生活室が属するユニットの入居者の
定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

　　　ウ　必要な設備及び備品を備えること。
　　イ　洗面設備　次に掲げる基準を満たしていること。
　　　ア　療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごと

に適当数設けること。
　　　イ　身体の不自由な者が使用するのに適したもの

とすること。
　　ウ　便所　療養室ごとに設けるか、又は共同生活室

ごとに適当数設けること。
　⑵　浴室　次に掲げる基準を満たしていること。
　　ア　身体の不自由な者が入浴するのに適したものと

すること。
　　イ　一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の

入浴に適した特別浴槽を設けること。
　　ウ　専ら当該ユニット型介護医療院の用に供するも

のであること。ただし、入居者に対する介護医療
院サービスの提供に支障がない場合は、この限り
でない。

２　条例第46条第３項ただし書の規則で定める要件は、
次の各号のいずれかに該当することとする。
　⑴　療養室等を２階及び地階のいずれにも設けていな
いこと。

　⑵　療養室等を２階又は地階に設ける場合は、次に掲
げる要件の全てを満たすこと。

　　ア　当該ユニット型介護医療院の所在地を管轄する
消防長又は消防署長と相談の上、条例第55条にお
いて準用する条例第32条に規定する計画に入居者
の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事
項を定めること。

　　イ　条例第55条において準用する条例第32条に規定
する訓練については、同条に規定する計画に従
い、昼間及び夜間において行うこと。

　　ウ　火災時における避難、消火等の協力を得ること
ができるよう、地域住民等との連携体制を整備す
ること。

３　条例第46条第４項の規則で定める要件は、次の各号
のいずれかに該当することとする。
　⑴　スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等へ
の難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するお
それがある箇所における防火区画の設置等により、
初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

　⑵　非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び
通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可
能なものであること。

　⑶　避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅
員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可
能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施する

　⑵　医療機器又は医学的処置の用に供する衣類その他
の繊維製品の滅菌又は消毒の業務

　⑶　医薬品医療機器等法第２条第８項に規定する特定
保守管理医療機器の保守点検の業務

　⑷　医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業
務（高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）の規
定に基づき高圧ガスを製造し、又は消費する者が自
ら行わなければならないものを除く。）

（事故の発生等の防止措置）
第14条　条例第40条第１項の規則で定める措置は、次に
掲げるものとする。
　⑴　事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告
の方法等が記載された事故発生の防止のための指針
を整備すること。

　⑵　事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある
事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分
析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整
備すること。

　⑶　事故発生の防止のための委員会及び従業者に対す
る研修を定期的に行うこと。

（条例第42条第２項の規則で定める記録）
第15条　条例第42条第２項の規則で定める記録は、次に
掲げるものとする。
　⑴　施設サービス計画
　⑵　条例第12条第４項の規定による居宅において日常
生活を営むことができるかどうかについての検討の
内容等の記録

　⑶　条例第13条第２項の規定による提供した具体的な
サービスの内容等の記録

　⑷　条例第16条第５項の規定による身体的拘束等の態
様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊
急やむを得ない理由の記録

　⑸　条例第25条の規定による市町村への通知に係る記
録

　⑹　条例第38条第２項の規定による苦情の内容等の記
録

　⑺　条例第40条第３項の規定による事故の状況及び事
故に際して採った処置についての記録

（条例第43条第１項の規則で定める従業者）
第16条　条例第43条第１項の規則で定める従業者は、副
施設長その他いかなる名称を有する者であるかを問わ
ず、それと同等以上の職にある者であって、入所者の
利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外
の行為をする権限を有し、又は当該施設の業務を統括
する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。
（ユニット型介護医療院の施設等の基準）
第17条　ユニット型介護医療院は、次の各号に掲げる施
設の区分に応じ、当該各号に定める基準の施設を設け
なければならない。
　⑴　ユニット　次に掲げる施設の区分に応じ、それぞ
れに定める基準を満たしていること。

　　ア　共同生活室　次に掲げる基準を満たしているこ
と。
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準費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者
介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介
護医療院に支払われた場合は、同号に規定する居住
費の負担限度額）を限度とする。）

　⑶　基準省令第46条第３項第３号の厚生労働大臣の定
める基準に基づき入居者が選定する特別な療養室の
提供を行ったことに伴い必要となる費用

　⑷　基準省令第46条第３項第４号の厚生労働大臣の定
める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提
供を行ったことに伴い必要となる費用

　⑸　理美容代
　⑹　前各号に掲げるもののほか、介護医療院サービス
において提供される便宜のうち、日常生活において
も通常必要となるものに係る費用であって、その入
居者に負担させることが適当と認められるもの

２　前項第１号から第４号までに掲げる費用について
は、基準省令第46条第４項の厚生労働大臣が定めると
ころによるものとする。
３　条例第47条第４項の規則で定める費用は、第１項第
１号から第４号までに掲げるものとする。
（身体的拘束等の適正化を図るための措置）
第19条　条例第48条第８項の規則で定める措置は、次の
とおりとする。
　⑴　当該ユニット型介護医療院における身体的拘束等
の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１
回以上開催するとともに、その結果について、介護
職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

　⑵　当該ユニット型介護医療院における身体的拘束等
の適正化のための指針を整備すること。

　⑶　当該ユニット型介護医療院において、介護職員そ
の他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のため
の研修を定期的に実施すること。

（条例第52条の規則で定める重要事項に関する規程）
第20条　条例第52条の規則で定める重要事項は、次に掲
げる事項とする。
　⑴　施設の目的及び運営の方針
　⑵　従業者の職種、員数及び職務の内容
　⑶　入居定員（Ⅰ型療養床に係る入居定員の数及びⅡ
型療養床に係る入居定員の数並びにその合計数をい
う。）

　⑷　ユニットの数及びユニットごとの入居定員
　⑸　入居者に対する介護医療院サービスの内容及び利
用料その他の費用の額

　⑹　施設の利用に当たっての留意事項
　⑺　非常災害対策
　⑻　その他施設の運営に関する重要事項
（職員配置）
第21条　条例第53条第２項の規則で定める職員配置は、
次に掲げるものとする。
　⑴　昼間については、ユニットごとに常時１人以上の
介護職員又は看護職員を配置すること。

　⑵　夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人
以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務

こと、配置人員を増員すること等により、火災の際
の円滑な避難が可能なものであること。

４　条例第46条第５項の構造設備の基準は、次のとおり
とする。
　⑴　療養室等が２階以上の階にある場合は、屋内の直
通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けるこ
と。

　⑵　療養室等が３階以上の階にある場合は、避難に支
障がないように避難階段を２以上設けること。ただ
し、前号の直通階段を建築基準法施行令第123条第
１項の規定による避難階段としての構造とする場合
は、その直通階段の数を避難階段の数に算入するこ
とができる。

　⑶　診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガス
に関する構造設備については、危害防止上必要な方
法を講じることとし、放射線に関する構造設備につ
いては、医療法施行規則第30条、第30条の４、第30
条の13、第30条の14、第30条の16、第30条の17、第
30条の18（第１項第４号から第６号までを除く。）、
第30条の19、第30条の20第２項、第30条の21、第30
条の22、第30条の23第１項、第30条の25、第30条の
26第３項から第５項まで及び第30条の27の規定を準
用する。この場合において、同令第30条の18第１項
中「いずれか及び第４号から第６号までに掲げる措
置」とあるのは、「いずれか」と読み替えるものと
する。

　⑷　階段には、手すりを設けること。
　⑸　廊下の構造は、次のとおりとすること。
　　ア　幅は、1.8メートル（中廊下にあっては、2.7メー

トル）以上とすること。ただし、廊下の一部の幅
を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑
な往来に支障が生じないと認められる場合には、
1.5メートル（中廊下にあっては、1.8メートル）
以上とすることができる。

　　イ　手すりを設けること。
　　ウ　常夜灯を設けること。
　⑹　入居者に対する介護医療院サービスの提供を適切
に行うために必要な設備を備えること。

　⑺　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を
設けること。

（条例第47条第３項の規則で定める費用）
第18条　条例第47条第３項の規則で定める費用は、次に
掲げるものとする。
　⑴　食事の提供に要する費用（法第51条の３第１項の
規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支
給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費
の基準費用額（同条第４項の規定により当該特定入
所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット
型介護医療院に支払われた場合は、同号に規定する
食費の負担限度額）を限度とする。）

　⑵　居住に要する費用（法第51条の３第１項の規定に
より特定入所者介護サービス費が入居者に支給され
た場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基
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の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ50平
方メートル（主要構造部が耐火構造であるか、又は不
燃材料（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条
第９号に規定する不燃材料をいう。）で造られている
建築物にあっては、100平方メートル）以下のものに
ついては、屋内の直通階段を１とすることができる」
とする。
３　療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の
開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病
床を平成36年３月31日までの間に転換を行って介護医
療院を開設する場合における当該介護医療院の療養室
に隣接する廊下については、第４条第３項第６号ア及
び第17条第４項第５号アの規定にかかわらず、幅は、
1.2メートル（中廊下にあっては、1.6メートル）以上
とする。
４　介護療養型老人保健施設（平成18年７月１日から平
成30年３月31日までの間に、療養病床等を有する病院
又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養
病床等又は当該診療所の病床の転換を行って開設した
介護老人保健施設をいう。以下同じ。）を開設した場
合であって、平成36年３月31日までの間に当該介護療
養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するととも
に、介護医療院を開設した場合における当該介護医療
院の屋内の直通階段及びエレベーターについての第４
条第３項及び第17条第４項第１号の規定の適用につい
ては、第４条第３項第１号及び第17条第４項第１号中
「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上
設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を２以上
設けること。ただし、エレベーターが設置されている
もの又は２階以上の各階における療養室の床面積の合
計がそれぞれ50平方メートル（主要構造部が耐火構造
であるか、又は不燃材料（建築基準法第２条第９号に
規定する不燃材料をいう。）で造られている建築物に
あっては、100平方メートル）以下のものについては、
屋内の直通階段を１とすることができる」とする。
５　介護療養型老人保健施設を開設した場合であって、
平成36年３月31日までの間に当該介護療養型老人保健
施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院
を開設した場合における当該介護医療院の療養室に隣
接する廊下については、第４条第３項第６号ア及び第
17条第４項第５号アの規定にかかわらず、幅は、1.2
メートル（中廊下にあっては、1.6メートル）以上と
することができる。

　告　　　　示　

京都府告示第114号

　京都府女性活躍応援事業補助金交付要綱の一部を改正
する告示を次のように定める。

に従事する職員として配置すること。
　⑶　ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置
すること。

（準用）
第22条　第５条、第８条から第11条まで及び第13条から
第16条までの規定は、ユニット型介護医療院について
準用する。この場合において第５条第１項及び第２項
中「第７条第２項」とあるのは「第55条において準用
する条例第７条第２項」と、同条第１項中「同条第１
項」とあるのは「第55条において準用する条例第７条
第１項」と、第８条第１項中「第17条第９項」とある
のは「第55条において準用する条例第17条第９項」と、
同条第２項中「第17条第11項」とあるのは「第55条に
おいて準用する条例第17条第11項」と、第９条中「第
18条の」とあるのは「第55条において準用する条例第
18条の」と、第10条中「第25条」とあるのは「第55条
において準用する条例第25条」と、第11条中「第28条」
とあるのは「第55条において準用する条例第28条」と、
同条第４号及び第15条第６号中「第38条第２項」とあ
るのは「第55条において準用する条例第38条第２項」
と、第11条第５号及び第15条第７号中「第40条第３項」
とあるのは「第55条において準用する条例第40条第３
項」と、第13条第１項中「第33条第２項」とあるのは
「第55条で準用する条例第33条第２項」と、同条第２
項中「第33条第３項」とあるのは「第55条において準
用する条例第33条第３項」と、第14条中「第40条第１
項」とあるのは「第55条において準用する条例第40条
第１項」と、第15条中「第42条第２項」とあるのは「第
55条において準用する条例第42条第２項」と、同条第
２号中「第12条第４項」とあるのは「第55条において
準用する条例第12条第４項」と、同条第３号中「第13
条第２項」とあるのは「第55条において準用する条例
第13条第２項」と、同条第４号中「第16条第５項」と
あるのは「第48条第７項」と、同条第５号中「第25条」
とあるのは「第55条において準用する条例第25条」と、
第16条中「第43条第１項」とあるのは「第55条におい
て準用する第43条第１項」と読み替えるものとする。

　　　附　則

（施行期日）
１　この規則は、平成31年４月１日から施行する。
（経過措置）
２　療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の
開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病
床を平成36年３月31日までの間に転換を行って介護医
療院を開設する場合における当該介護医療院の屋内の
直通階段及びエレベーターについての第４条第３項及
び第17条第４項の規定の適用については、第４条第３
項第１号及び第17条第４項第１号中「屋内の直通階段
及びエレベーターをそれぞれ１以上設けること」とあ
るのは、「屋内の直通階段を２以上設けること。ただ
し、エレベーターが設置されているもの又は２階以上
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　　ア　法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴
力団員」という。）

　　イ　法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を
代表する者で役員以外のものが暴力団員である者
又は暴力団員がその経営に関与している者

　　ウ　自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る
目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力
団の利用等をしている者

　　エ　暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、
又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力
団の維持運営に協力し、又は関与している者

　　オ　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき
関係を有している者

　　カ　暴力団又は暴力団員であることを知りながらこ
れを不当に利用している者

　　キ　暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受
けて入札に参加しようとする者

　⑸　公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又
は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に
属する者

　⑹　警備業法（昭和47年法律第117号）第４条に規定
する認定を受けていない者

　⑺　警備業法第22条に規定する警備員指導教育責任者
を選任していない者

　⑻　病床数が100床以上の病院において、１に定める
業務内容がほぼ同じである業務受託契約を締結し、
平成29年３月１日以降において12箇月（平成30年３
月１日からの契約の場合は、11箇月）以上継続して
履行した実績を有しない者

　⑼　従事者に対する受託業務の遂行に必要な知識の修
得及び患者接遇のための研修システムを整備してい
ない者

　⑽　プライバシーマークの登録又はＩＳＯ27001の登
録がない者

　⑾　一般競争入札参加資格審査申請書（以下「申請書」
という。）又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記
載した者　

　⑿　５の⑴で定める申請書の提出期間の最終日から入
札日までの期間において、京都府の指名競争入札に
ついて指名停止とされている者

４　資格審査の項目
　⑴　審査基準日の直前の営業年度の決算における資本
金額及び流動比率

　⑵　審査基準日の従業員数
　⑶　審査基準日までの営業年数
　⑷　審査基準日の当該営業年度及び直前の営業年度を
含む２営業年度における営業実績

５　資格審査の申請手続
　　資格審査を受けようとする者は、申請書を提出し、
参加資格の有無について認定を受けなければならない。
　　なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を
求められた場合は、それに応じなければならない。
　⑴　申請書の交付期間等

　　平成31年３月19日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府女性活躍応援事業補助金交付要綱の一部を
改正する告示

　京都府女性活躍応援事業補助金交付要綱（平成27年京
都府告示第373号）の一部を次のように改正する。
　第４条第１項中「、次の各号に掲げる補助対象事業の
区分に応じ」を削り、「当該各号に定める割合」を「３
分の２」に改め、各号を削り、同条第３項中「次の各号
に掲げる補助対象事業の区分に応じた額」を「30万円」
に改め、各号を削る。

　　　附　則

　この告示は、平成31年４月１日から施行する。

京都府告示第115号

　平成31年度から平成34年度までにおける京都府立洛南
病院宿日直業務に係る一般競争入札（以下「一般競争入
札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「参加資格」
という。）及び参加資格の審査（以下「資格審査」という。）
の申請期間、方法等を次のとおり定めた。

　平成31年３月19日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　委託業務の種類
　　京都府立洛南病院宿日直業務（日曜日、土曜日、祝
日等及び夜間における病院施設内管理、窓口受付・案
内、医事、電話交換等に関する業務）
２　一般競争入札に参加することができない者
　　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条
の４の規定に該当する者
３　一般競争入札に参加する者に必要な資格
　　一般競争入札に参加することができる者は、次の⑴
から⑿までのいずれにも該当しない者で、４に掲げる
資格審査の項目について審査を受け、合格と判定され
たものとする。
　⑴　府税、消費税又は地方消費税を滞納している者
　⑵　審査基準日（平成31年３月１日をいう。以下同
じ。）において、当該営業年度及び直前の営業年度
を含む２営業年度以上の営業実績を有しない者

　⑶　京都府内に本社又は営業所等の設置をしていない
者

　⑷　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号。以下「法」という。）第２
条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）
のほか、次のいずれかに該当する者
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とし、提出された書類は返却しない。
６　参加資格を有する者の名簿への登載
　　２及び３について参加資格があると認定された者
は、京都府立洛南病院宿日直業務に係る一般競争入札
参加資格者名簿に登載される。
７　資格審査結果の通知
　　資格審査の結果は、一般競争入札参加資格審査結果
通知書により、申請書等を提出した者に通知する。
８　参加資格の有効期間
　　参加資格の有効期間は、７による資格審査の結果を
通知した日の翌日から平成32年３月31日までとする。
９　変更届
　　申請書等を提出した者（６の名簿に登載されなかっ
た者を除く。）は、次に掲げる事項のいずれかに変更
があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申
請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を京都
府立洛南病院長（以下「院長」という。）に届け出な
ければならない。
　⑴　商号又は名称
　⑵　営業所等の名称又は所在地
　⑶　法人にあっては、資本金又は代表者の氏名
　⑷　個人にあっては、氏名
10　参加資格の承継
　⑴　参加資格を有する者が、次のアからエまでのいず
れかに該当するに至った場合においては、それぞれ
に掲げる者（２又は３の⑴、⑷若しくは⑸に該当す
る者を除く。）は、その者が営業の同一性を失うこ
となく引き続き当該営業を行うことができると院長
が認めたときに限り、その参加資格を承継すること
ができる。

　　ア　個人が死亡したときは、その相続人
　　イ　個人が老齢、疾病等により営業に従事すること

ができなくなったときは、その２親等内の血族、
配偶者又は生計を一にする同居の親族

　　ウ　個人が法人を設立したときは、その法人
　　エ　法人が合併又は分割したときは、合併後存続す

る法人若しくは合併によって設立する法人又は分
割によって営業を承継する法人

　⑵　⑴により参加資格を承継しようとする者は、一般
競争入札参加資格承継審査申請書（以下「資格承継
審査申請書」という。）及び当該承継に係る事由を
証する書類その他院長が必要と認める書類を提出し
なければならない。

　⑶　⑵により資格承継審査申請書の提出があったとき
は、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を一
般競争入札参加資格承継審査結果通知書により、当
該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知す
る。

11　参加資格の取消し
　⑴　参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締
結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を
受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、
その資格を取り消す。

　　ア　交付期間　
　　　　平成31年３月19日（火）から平成31年４月５日

（金）までの間（日曜日、土曜日及び祝日を除く。）
　　イ　交付場所　
　　　　〒611-0011　宇治市五ケ庄広岡谷２
　　　　京都府立洛南病院事務部会計課
　　　　電話番号（0774）32-5900
　　ウ　交付方法
　　　　交付期間中の午前９時から午後５時まで（正午

から午後１時までを除く。）の間に交付する。
　⑵　申請書の提出期間等
　　ア　提出期間
　　　　平成31年３月25日（月）から平成31年４月５日

（金）までの間（日曜日及び土曜日を除く。）
　　イ　提出場所
　　　　⑴のイに同じ。
　　ウ　提出方法
　　　　提出期間中の午前９時から午後５時まで（正午

から午後１時までを除く。）の間に提出すること。
　⑶　添付資料
　　　申請書には、次に掲げる資料を添付しなければな
らない。

　　ア　営業実績調書
　　イ　法人にあっては商業登記法（昭和38年法律第

125号）第10条第１項に規定する商業登記事項証
明書又は法人登記事項証明書及び定款の写し、個
人にあってはその者の成年被後見人及び被保佐人
でないことの証明書並びに破産手続開始の決定を
受けて復権を得ない者でないことの証明書

　　ウ　府税納税義務者にあっては、府税納税証明書
　　エ　消費税及び地方消費税の納税証明書
　　オ　法人にあっては審査基準日の直前の２営業年度

に係る財務諸表（貸借対照表及び損益計算書）、
個人にあっては審査基準日の直前２営業年度分に
係る所得税の確定申告書の写し

　　カ　権限を営業所長等に委任する場合には、委任状
及び受任者の身分証明書

　　キ　警備業法第４条に規定する認定書の写し
　　ク　警備業法第22条に規定する警備員指導教育責任

者に係る資格者証の写し
　　ケ　取引証明書又は契約書の写し
　　コ　従事者に対する受託業務の遂行に必要な知識の

修得及び患者接遇のための研修システムの整備に
ついて示したもの

　　サ　プライバシーマーク登録書の写し又はＩＳＯ
27001登録書の写し

　⑷　資料等の提出
　　　申請書及び添付資料（以下「申請書等」という。）
を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、
申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求め
ることがある。

　⑸　その他
　　　申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担
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２第１項の規定による監督又は検査の実施に当た
り職員の職務の執行を妨げたとき。

　　オ　正当な理由なく契約を履行しなかったとき。
　　カ　アからオまでのいずれかに該当すると認められ

たことによりその資格を取り消され、競争入札に
参加することができないこととされている者を契
約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人
その他の使用人として使用したとき。　

　⑶　⑴又は⑵により参加資格を取り消したときは、そ
の者に文書で通知する。

12　その他
　⑴　一般競争の入札の公告
　　　京都府公報により公告する。
　⑵　問合せ先
　　　５の⑴のイに同じ。

　⑵　参加資格を有する者が、次のアからカまでのいず
れかに該当すると認められるときは、その者につい
てその資格を取り消し、３年間競争入札に参加させ
ないことがある。その者を代理人、支配人その他の
使用人又は入札代理人として使用する者について
も、また同様とする。

　　ア　契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なもの
を提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の
行為をしたとき。

　　イ　競争入札において、その公正な執行を妨げたと
き又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の
利益を得るために連合したとき。

　　ウ　落札者が契約を締結すること又は契約者が契約
を履行することを妨げたとき。

　　エ　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の

京都府告示第116号

　農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第１項の規定により、農地中間管理機構から
申請があった農用地利用配分計画について、同条第４項の規定により次のとおり認可した。

　平成31年３月19日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　農用地利用配分計画の概要

申請年度 申請番号
賃借権の設定等を受ける者

賃借権の設定等を受ける土地
氏名又は名称 住所地の市町村

平成30年度

第175号 奥村　善晴 南丹市 南丹市園部町埴生油田25の１ほか５筆

第176号 岩本　成正 〃 〃　　〃　　〃　奈良ケ谷27ほか７筆

第177号 野々口　静夫 〃 〃　　〃　　〃　八乙女61ほか１筆

第178号 農事組合法人
黒田営農組合 〃 〃　　〃　　横田家無75

第179号
農事組合法人
アグリくまざ
き

〃 〃　　〃　　熊崎足田57ほか２筆

２　認可した日
　　平成31年３月11日
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京都府告示第117号

　京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。

　　平成31年３月19日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示

　京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱（平成６年京都府告示第28号）の一部を次のように改正する。
　別表の１の項を次のように改める。

１ 　「京のプレ
ミアム米」創
造事業

１　おいしいお米生産対策事業
　農業協同組合等が水稲の食味を向上させる
取組を行うのに要する経費

２分の１以内 事業費総額の
２割を超える
増減

―

２　「京の米」新マーケット拡大事業
　農業協同組合、３戸以上の農業者で組織す
る団体、認定農業者等が米の新たな販路を拡
大するための栽培技術の導入、商品開発、販
売促進等を行うのに要する経費

２分の１以内 事業費総額の
２割を超える
増減

事業主体の変更

３　「京の米」生産イノベーション事業
　農業協同組合、３戸以上の農業者で組織す
る団体等が施設の長寿命化又は競争力のある
米の生産を効率化するのに必要な農業機械の
導入を行うのに要する経費

１ 　施設の長寿命化に対
する支援については、
４分の１以内
２ 　１以外の場合につい
ては、10分の４（おお
むね集落全域の作業を
行う組織並びに農地中
間管理事業による農地
集積及び先進的技術を
導入する組織が行う場
合については、２分の
１）以内

事業費総額の
２割を超える
増減

１ 　事業主体の変
更
２ 　機種又は性能
の変更
３ 　機種ごとに事
業量の２割を超
える変更

　別表中４の項を削り、５の項を４の項とする。

　　　附　則

　この告示は、平成31年４月１日から施行する。

京都府告示第118号

　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第５条及び第６条の規定により、家畜の監視伝染病の発生を予防し、又
は予察するための検査及び注射を次のとおり実施する。

　平成31年３月19日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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　京都府林業・木材産業改善資金貸付規程（昭和51年京
都府告示第679号）の一部を次のように改正する。
　第４条第１項第２号中「林業経営基盤の強化等の促進
のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令（昭和
54年政令第205号）第７条第１項に規定する」を「同法
第９条の政令で定める種類の」に改め、「以内」の右に
「（同法第３条第１項の認定を受けた者が森林経営管理
法（平成30年法律第35号）第37条第４項に規定する林業
経営者である場合にあつては15年以内）」を加える。

京都府告示第119号

　京都府林業・木材産業改善資金貸付規程の一部を改正
する告示を次のように定める。

　　平成31年３月19日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府林業・木材産業改善資金貸付規程の一部を
改正する告示
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　⑴　入札及び開札の日時及び場所
　　ア　日時　
　　　　平成31年４月19日（金）午後１時30分
　　イ　場所
　　　　２の⑵のイに同じ。
　⑵　入札方法
　　　持参によることとし、郵送及び電送による入札は
認めない。

　⑶　入札書に記載する金額
　　ア　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の100分の８に相当する金額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき
は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落
札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消
費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった契約希望金額の108分の
100に相当する金額を入札書に記載すること。

　　イ　委託契約は月額契約であり、かつ、36箇月間の
長期継続契約であるため、入札書に記載する金額
は、月額の契約希望金額の108分の100に相当する
額を36倍した金額とすること。

　⑷　入札の無効
　　　次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
　　ア　３に掲げる資格のない者のした入札
　　イ　一般競争入札参加資格審査申請書等に虚偽の記

載をした者のした入札　
　　ウ　入札説明書に示した入札に関する条件に違反し

た者のした入札　
　⑸　落札者の決定方法
　　　京都府会計規則（昭和52年京都府規則第６号。以
下「規則」という。）第145条の予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者
とする。

　⑹　契約の手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨に限る。
　⑺　契約書作成の要否
　　　要する。
６　入札保証金
　　免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合
は、落札金額の100分の５相当額の違約金を落札者か
ら徴収する。
７　契約保証金
　　落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保
証金を、契約締結と同時に納入しなければならない。
ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機
関（以下「銀行等」という。）が振り出し、若しくは
支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約
保証金の納付に代えることができ、規則第159条第２
項に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免
除することがある。
８　その他
　⑴　１から７までに定めるもののほか、規則の定める
ところによる。

　　　附　則

　この告示は、平成31年４月１日から施行する。

　公　　　　告　

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の規定に
より、次のとおり一般競争入札を実施する。

　平成31年３月19日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　入札に付する事項
　⑴　委託業務の名称及び数量
　　　京都府立洛南病院宿日直業務　一式
　⑵　業務の内容等
　　　入札説明書及び仕様書のとおり
　⑶　履行期間
　　　平成31年６月１日から平成34年５月31日まで
　⑷　履行場所
　　　京都府立洛南病院
２　契約条項を示す場所等
　⑴　契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交
付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名
称、所在地等

　　　〒611-0011　宇治市五ケ庄広岡谷２
　　　京都府立洛南病院事務部会計課　　
　　　電話番号（0774）32-5900
　⑵　入札説明会の日時及び場所
　　ア　日時
　　　　平成31年３月25日（月）午前10時から
　　イ　場所
　　　　宇治市五ケ庄広岡谷２
　　　　京都府立洛南病院本館２階会議室
３　入札に参加する者に必要な資格
　　平成31年度から平成34年度までにおける京都府立洛
南病院宿日直業務に係る一般競争入札に参加する者に
必要な資格及び参加資格の審査の申請時期、方法等を
定める告示（平成31年京都府告示第115号。以下「資
格告示」という。）に定める入札参加資格認定名簿に
登載されている者であること。
４　入札参加資格審査の申請
　⑴　申請手続
　　　この競争入札への参加を希望する者は、資格告示
に基づき申請手続を行うこと。

　⑵　申請書の入手先及び提出先並びに申請に関する問
合せ先

　　　２の⑴に同じ。
５　入札手続等
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　　入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件を全
て満たさなければならない
　⑴　次のアからオまでに掲げるいずれにも該当してい
ない者であること。

　　ア　府税、消費税又は地方消費税を滞納している者
　　イ　審査基準日（平成31年４月１日をいう。以下同

じ。）において、直前２営業年度以上の営業実績
を有しない者

　　ウ　５で定める一般競争入札参加資格確認申請書
（以下「確認申請書」という。）又は一般競争入
札参加資格審査資料（以下「審査資料」という。）
に故意に虚偽の事実を記載した者

　　エ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律（平成３年法律第77号。以下「法」という。）
第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」
という。）のほか、次のいずれかに該当する者

　　　ア　法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴
力団員」という。）

　　　イ　法人の役員若しくはその支店若しくは営業所
を代表する者で役員以外のものが暴力団員であ
る者又は暴力団員がその経営に関与している者

　　　ウ　自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図
る目的又は第三者に損害を与える目的をもって
暴力団の利用等をしている者

　　　エ　暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供
し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的
に暴力団の維持運営に協力し、又は関与してい
る者

　　　オ　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ
き関係を有している者

　　　カ　暴力団又は暴力団員であることを知りながら
これを不当に利用している者

　　　キ　暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を
受けて入札に参加しようとする者

　　オ　公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体
又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団
体に属する者

　⑵　ビル管理等委託業務に係る競争入札に参加する者
に必要な資格等を定めた告示（昭和53年京都府告示
第129号）に定める競争入札参加者の資格を得てい
る者で、「ビル管理業務」に登録されているもので
あること。

　⑶　確認申請書の提出期間の最終日から入札日までの
期間において、京都府の指名競争入札について指名
停止とされていない者であること。

　⑷　次の資格を有する従業員を保有する者であること。
　　ア　電気事業法（昭和39年法律第170号）に規定す

る「電気主任技術者（第３種以上）」
　　イ　労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）

に規定する「ボイラー技士（１級以上）」
　　ウ　消防法（昭和23年法律第186号）に規定する「危

険物取扱者（乙種第４類以上）」、「防火対象物点
検資格者」、「消防設備士（乙種以上）」又は「消

　⑵　詳細は、入札説明書による。
　⑶　この入札に係る契約について、消費税及び地方消
費税の税率の変更に伴い、契約金額の変更が必要と
なる場合は、そのことを確認した上で、別途変更契
約を締結する。

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の規定に
より、次のとおり一般競争入札を実施する。

　平成31年３月19日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　入札に付する事項
　⑴　委託業務の名称及び数量
　　　京都府立洛南病院総合管理業務　一式
　⑵　委託業務の内容等
　　　入札説明書及び仕様書のとおり
　⑶　履行期間
　　　平成31年６月１日から平成34年５月31日まで
　⑷　履行場所
　　　京都府立洛南病院
２　契約条項を示す場所等
　⑴　契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交
付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名
称、所在地等

　　　〒611-0011　宇治市五ケ庄広岡谷２
　　　京都府立洛南病院事務部会計課
　　　電話番号（0774）32-5900
　⑵　入札説明書及び仕様書の交付期間等
　　ア　交付期間
　　　　平成31年３月19日（火）から平成31年４月５日

（金）まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く。）
　　イ　交付場所　
　　　　⑴に同じ。
　　ウ　交付方法　
　　　　交付期間中の午前９時から午後５時まで（正午

から午後１時までを除く。）の間に交付する。
　⑶　入札説明会の日時及び場所
　　ア　日時
　　　　平成31年３月25日（月）午前10時30分から
　　イ　場所
　　　　宇治市五ケ庄広岡谷２
　　　　京都府立洛南病院本館２階会議室
３　入札に参加することができない者
　　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条
の４の規定に該当する者
４　入札に参加する者に必要な資格
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の負担とし、提出された書類は返却しない。
６　参加資格を有する者の名簿への登載
　　４について参加資格があると認定された者は、京都
府立洛南病院総合管理業務に係る一般競争入札参加資
格認定名簿に登載される。
７　資格審査結果の通知
　　資格審査の結果は、確認申請書等を提出した者に文
書で通知する。
８　参加資格の有効期間
　　参加資格の有効期間は、７による資格審査の結果を
通知した日の翌日から平成32年３月31日までとする。
９　確認申請書等の記載事項の変更
　　確認申請書等を提出した者（６の名簿に登載されな
かった者を除く。）は、次に掲げる事項のいずれかに
変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審
査申請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を
京都府立洛南病院長（以下「院長」という。）に届け
出なければならない。
　⑴　商号又は名称並びに所在地
　⑵　営業所等の名称又は所在地
　⑶　法人にあっては、資本金又は代表者の氏名
　⑷　個人にあっては、氏名
10　参加資格の承継
　⑴　参加資格を有する者が、次のアからエまでのいず
れかに該当するに至った場合においては、それぞれ
に掲げる者（３又は４の⑴のア、エ若しくはオに該
当する者を除く。）は、その者が営業の同一性を失
うことなく引き続き当該営業を行うことができると
院長が認めたときに限り、その参加資格を承継する
ことができる。

　　ア　個人が死亡したときは、その相続人
　　イ　個人が老齢、疾病等により営業に従事すること

ができなくなったときは、その２親等内の血族、
配偶者又は生計を一にする同居の親族

　　ウ　個人が法人を設立したときは、その法人
　　エ　法人が合併又は分割したときは、合併後存続す

る法人若しくは合併によって設立する法人又は分
割によって営業を承継した法人

　⑵　⑴により参加資格を承継しようとする者は、一般
競争入札参加資格承継審査申請書（以下「資格承継
審査申請書」という。）及び当該承継に係る事由を
証する書類その他院長が必要と認める書類を提出し
なければならない。

　⑶　⑵により資格承継審査申請書の提出があったとき
は、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当
該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知す
る。

11　参加資格の取消し
　⑴　参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締
結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を
受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、
その資格を取り消す。

　⑵　参加資格を有する者が、次のアからカまでのいず

防設備点検資格者（１種）、（２種）」
　　エ　電気工事士法（昭和35年法律第139号）に規定

する「電気工事士（１種）」又はこれと同等以上
の資格

　　オ　高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）に規
定する「冷凍機械責任者（第３種以上）」

　　カ　建築物における衛生的環境の確保に関する法律
（昭和45年法律第20号）に規定する「建築物環境
衛生管理技術者」

　　キ　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年
法律第137号）に規定する「特別管理産業廃棄物
管理責任者」

　⑸　建築物における衛生的環境の確保に関する法律第
12条の２第１項第２号又は第８号の登録を受けてい
る者であること。

　⑹　京都府内に本社又は営業所を設置している者であ
ること。

　⑺　病床数がおおむね200床以上の病院において、１
の⑴に定める業務内容がほぼ同じである契約を締結
し、平成29年４月１日以降において12箇月以上継続
して履行した実績を有する者であること。

　⑻　プライバシーマークの登録又はＩＳＯ27001の登
録を有する者であること。

５　資格審査の申請手続
　　入札に参加しようとする者は、入札説明書において
示す確認申請書及び審査資料（以下「確認申請書等」
という。）を次により提出し、入札参加資格の確認を
受けなければならない。
　　なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を
求められた場合は、それに応じなければならない。　
　⑴　確認申請書等の交付期間等
　　ア　交付期間
　　　　２の⑵のアに同じ。
　　イ　交付場所　
　　　　２の⑴に同じ。
　　ウ　交付方法　
　　　　交付期間中の午前９時から午後５時まで（正午

から午後１時までを除く。）の間に交付する。
　⑵　確認申請書等の提出期間等
　　ア　提出期間
　　　　平成31年３月25日（月）から平成31年４月５日

（金）まで（日曜日及び土曜日を除く。）
　　イ　提出場所
　　　　２の⑴に同じ。
　　ウ　提出方法
　　　　提出期間中の午前９時から午後５時まで（正午

から午後１時までを除く。）の間に提出すること。
　　エ　資料等の提出
　　　　確認申請書等を提出した者に対し、資格審査の

公正を図るため、資料等の記載事項を証明する書
類の提出を求めることがある。

　　オ　その他
　　　　確認申請書等の作成等に要する経費は、提出者
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　　　京都府会計規則（昭和52年京都府規則第６号。以
下「規則」という。）第145条の予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とす
る。

　⑹　契約の手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨に限る。
　⑺　契約書作成の要否
　　　要する。
13　入札保証金
　　免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合
は落札金額の100分の５相当額の違約金を落札者から
徴収する。
14　契約保証金
　　落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保
証金を、契約締結と同時に納付しなければならない。
ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機
関（以下「銀行等」という。）が振り出し、若しくは
支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約
保証金の納付に代えることができ、規則第159条第２
項に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免
除することがある。
15　その他
　⑴　１から14までに定めるもののほか、規則の定める
ところによる。

　⑵　詳細は、入札説明書による。
　⑶　この入札に係る契約について、消費税及び地方消
費税の税率の変更に伴い、契約金額の変更が必要と
なる場合は、そのことを確認した上で、別途変更契
約を締結する。

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条
第１項の規定による変更の届出があったので、その届出
書及び添付書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、当該大規模小売店舗を設置している者がその周
辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい
て意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに、大規模
小売店舗立地法施行細則（平成12年京都府規則第38号）
第８条第１項に規定する書面を添えて、意見書を提出す
ることができる。

　平成31年３月19日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　届出事項の概要
　　ア　届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
　　　　ＪＲ西日本不動産開発株式会社
　　　　大阪市北区中之島二丁目２番７号

れかに該当すると認められるときは、その者につい
てその資格を取り消し、３年間競争入札に参加させ
ないことがある。その者を代理人、支配人その他の
使用人又は入札代理人として使用する者について
も、また同様とする。

　　ア　契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なもの
を提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の
行為をしたとき。

　　イ　競争入札において、その公正な執行を妨げたと
き又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の
利益を得るために連合したとき。

　　ウ　落札者が契約を締結すること又は契約者が契約
を履行することを妨げたとき。

　　エ　地方自治法第234条の２第１項の規定による監
督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨
げたとき。

　　オ　正当な理由なく契約を履行しなかったとき。
　　カ　アからオまでのいずれかに該当すると認められ

たことによりその資格を取り消され、競争入札に
参加することができないこととされている者を契
約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人
その他の使用人として使用したとき。　

　⑶　⑴又は⑵により参加資格を取り消したときは、そ
の者に文書で通知する。

12　入札手続等
　⑴　入札及び開札の日時及び場所
　　ア　日時
　　　　平成31年４月19日（金）午後２時30分
　　イ　場所
　　　　２の⑶のイに同じ。
　⑵　入札の方法
　　　持参によることとし、郵送又は電送による入札は
認めない。

　⑶　入札書に記載する金額
　　ア　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の100分の８に相当する金額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき
は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落
札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消
費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった契約希望金額の108分の
100に相当する金額を入札書に記載すること。

　　イ　委託契約は月額契約であり、かつ、36箇月間の
長期継続契約であるため、入札書に記載する金額
は、月額の契約希望金額の108分の100に相当する
額を36倍した金額とすること。

　⑷　入札の無効
　　　次のいずれかに該当する者の入札は、無効とする。
　　ア　３及び４に掲げる資格のない者のした入札
　　イ　確認申請書等に虚偽の記載をした者のした入札
　　ウ　入札説明書に示した入札に関する条件に違反し

た者のした入札
　⑸　落札者の決定方法



平成31年３月19日　火曜日　　　

238

京  都  府  公  報

変更した 
事　　項 変 更 前 変 更 後 変　更 

年月日 変更理由

大規模小売
店舗の名称
及び所在地

ヤマダ電機
テックラン
ド福知山店
福知山市福
知山駅周辺
土地区画整
理事業地内
仮換地16街
区１、２

ヤマダ電機
テックラン
ド福知山店
福知山市駅
前町506ほ
か

平
25.12.14 所在地が確定

したため

大規模小売
店舗を設置
する者の名
称及び住所
並びに代表
者の氏名

ジェイアー
ル西日本不
動産開発株
式会社
尼崎市潮江
一丁目１の
60

代表取締役
森重　鉄雄

ＪＲ西日本
不動産開発
株式会社

大阪市北区
中之島二丁
目２の７
代表取締役
柴田　信

30. 7.17
ほか

法人の名称及
び住所並びに
代表者の変更
のため

大規模小売
店舗におい
て小売業を
行う者の名
称及び住所
並びに代表
者の氏名

株式会社ヤ
マダ電機
前橋市日吉
町四丁目40
の11
代表取締役
山田　昇

株式会社ヤ
マダ電機
高崎市栄町
１の１

代表取締役
山田　昇

20. 7. 1 小売業を行う
者の住所の変
更のため

　⑵　届出年月日
　　　平成31年３月６日
　⑶　縦覧場所　
　　　京都府中丹広域振興局農林商工部商工労働観光室
及び京都府商工労働観光部商業・経営支援課

　⑷　縦覧期間
　　　平成31年３月19日から平成31年７月19日まで
　⑸　意見書の提出先
　　　京都府中丹広域振興局農林商工部商工労働観光室
３⑴　届出事項の概要
　　ア　届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
　　　　ＪＲ西日本不動産開発株式会社
　　　　大阪市北区中之島二丁目２番７号
　　　　代表取締役　柴田　信　　　　
　　イ　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　　　ケーズデンキ東舞鶴店
　　　　舞鶴市浜町６番地１ほか
　　ウ　変更の内容

変更した 
事　　項 変 更 前 変 更 後 変　更 

年月日 変更理由

大規模小売
店舗を設置
する者の名
称及び住所
並びに代表
者の氏名

ＪＲ西日本
不動産開発
株式会社
尼崎市潮江
一丁目１の
60

ＪＲ西日本
不動産開発
株式会社
大阪市北区
中之島二丁
目２の７

平
30. 7.17 住所の変更の

ため

　　　　代表取締役　柴田　信　　　　
　　イ　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　　　ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ福知山店
　　　　福知山市駅前町504番地ほか
　　ウ　変更の内容

変更した 
事　　項 変 更 前 変 更 後 変　更 

年月日 変更理由

大規模小売
店舗の名称
及び所在地

ヒマラヤ福
知山店

福知山市福
知山駅周辺
土地区画整
理事業地内
仮換地18街
区１番、２
番

ヒマラヤス
ポーツ＆ゴ
ルフ福知山
店
福知山市駅
前町504番
地ほか

平
25.12.14

ほか
名称の変更及
び所在地の確
定のため

大規模小売
店舗を設置
する者の名
称及び住所
並びに代表
者の氏名

ジェイアー
ル西日本不
動産開発株
式会社
尼崎市潮江
一丁目１の
60

代表取締役
森重　鉄雄

ＪＲ西日本
不動産開発
株式会社

大阪市北区
中之島二丁
目２の７
代表取締役
柴田　信

30. 7.17
ほか

法人の名称及
び住所並びに
代表者の変更
のため

大規模小売
店舗におい
て小売業を
行う者の名
称及び住所
並びに代表
者の氏名

株式会社ヒ
マラヤ
岐阜市江添
一丁目１の
１

代表取締役
小森　裕作

株式会社ヒ
マラヤ
岐阜市江添
一丁目１の
１

代表取締役
後藤　達也

28.11.25

ほか
小売業を行う
者の代表者の
変更のため

　⑵　届出年月日
　　　平成31年３月６日
　⑶　縦覧場所　
　　　京都府中丹広域振興局農林商工部商工労働観光室

及び京都府商工労働観光部商業・経営支援課
　⑷　縦覧期間
　　　平成31年３月19日から平成31年７月19日まで
　⑸　意見書の提出先
　　　京都府中丹広域振興局農林商工部商工労働観光室
２⑴　届出事項の概要
　　ア　届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
　　　　ＪＲ西日本不動産開発株式会社
　　　　大阪市北区中之島二丁目２番７号
　　　　代表取締役　柴田　信　　　　
　　イ　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　　　ヤマダ電機テックランド福知山店
　　　　福知山市駅前町506番地ほか
　　ウ　変更の内容
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　　（関連区域）
　　乙訓郡大山崎町字円明寺小字西法寺１の一部
２　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　京都市西京区桂南巽町77の１
　　株式会社ジェイネットハウジング

公　営　企　業

　京都府公営企業公舎管理規程の一部を改正する規程を
次のように定める。

　　平成31年３月19日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府公営企業管理規程第１号

京都府公営企業公舎管理規程の一部を改正する規
程

　京都府公営企業公舎管理規程（昭和45年京都府公営企
業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。
　別表中
「
京都府公営企業管
理事務所職員公舎 　〃　　２号 福知山市字石原1094

〃 　〃　　３号 〃

〃 　〃　　４号 〃

〃 　〃　　５号 〃

〃 長田野公舎１号 福知山市東平野町19
」

を
「
京都府公営企業管
理事務所職員公舎 長田野公舎１号 福知山市東平野町19

」
に改める。

　　　附　則

　この規程は、公表の日から施行する。

教　育　委　員　会

　京都府教職員互助組合に関する規則の一部を改正する
規則をここに公布する。

代表取締役
柴田　信

代表取締役
柴田　信

　⑵　届出年月日
　　　平成31年３月６日
　⑶　縦覧場所　
　　　京都府中丹広域振興局農林商工部商工労働観光室

及び京都府商工労働観光部商業・経営支援課
　⑷　縦覧期間
　　　平成31年３月19日から平成31年７月19日まで
　⑸　意見書の提出先
　　　京都府中丹広域振興局農林商工部商工労働観光室

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条
第１項の規定により八幡市から聴取した意見の概要は、
次のとおりである。

　平成31年３月19日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　松花堂ショッピングモール
　　八幡市八幡吉原10番地の３ほか
２　届出者の名称及び住所
　　丸菱建設株式会社　
　　八幡市八幡三本橋44番地の１
３　意見の対象となった届出及び届出日
　　大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定による変
更の届出
　　平成30年９月28日
４　意見の概要
　　特に意見を有しない。
５　縦覧場所
　　京都府山城広域振興局農林商工部商工労働観光室及
び京都府商工労働観光部商業・経営支援課
６　縦覧期間
　　平成31年３月19日から平成31年４月19日まで

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項に
関する工事が次のとおり完了した。

　平成31年３月19日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　乙訓郡大山崎町字円明寺小字西法寺40の７
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　　平成31年３月19日
京都府教育委員会　　　　　　　
教育長　橋　本　　幸　三　　

京都府教育委員会規則第５号

京都府教職員互助組合に関する規則の一部を改正
する規則

　京都府教職員互助組合に関する規則（昭和26年京都府
教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。
　第２条第１号中「者」を「者（公立学校共済組合京都
支部に加入している者を除く。）」に改める。

　　　附　則

　この規則は、平成31年４月１日から施行する。


